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第４回総務文教常任委員会会議録 

 

１ 開会日時 平成31年４月10日（水）午後１時０分 

２ 閉会日時 平成31年４月10日（水）午後２時52分 

３ 会議場所 議会委員会室 

４ 出席委員        

       １番 永徳 省二君   ７番 大口 浩志君  １１番 松田  勲君 

      １２番 北川 勝義君  １６番 下山 哲司君  １７番 実盛 祥五君 

５ 欠席委員 

      な  し 

６ 説明のために出席した者 

      市    長  友實 武則君      副  市  長  前田 正之君 

      副  市  長  川島 明昌君      教  育  長  内田 惠子君 

      総合政策部長  安田 良一君      総 務 部 長  塩見  誠君 

      財 務 部 長  藤原 義昭君      教 育 次 長  藤井 和彦君 

              土井 常男君              矢部 恭英君 

              是松  誠君      会計管理者  末本 勝則君 

      消防本部消防長  井元 官史君      秘書広報課長  小引 千賀君 

      政策推進課長  花谷 晋一君      総 務 課 長  小坂 憲広君 

      くらし安全課長  岡本 和典君      財 政 課 長  和田美紀子君 

      管 財 課 長  戸川 邦彦君      税 務 課 長  遠藤 健一君 

      監査事務局長  中永 光一君      教育総務課長  安本 典生君 

      学校教育課長  家森 康彰君              土井 道夫君 

              楢原 秀幸君 

７ 事務局職員出席者 

      議会事務局長  元宗 昭二君      主    事  松尾 康平君 

８ 協議事項 １）事業の進捗状況について 

       ２）その他 

９ 議事内容 別紙のとおり        

 

  

    

                 

  

社会教育課長兼 
スポーツ振興課長 

消 防 本 部 
消防総務課長 

赤坂支所長兼 
市民生活課長 

熊山支所長兼 
市民生活課長 

吉井支所長兼 
市民生活課長 
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              午後１時０分 開会 

○委員長（北川勝義君） 開会します。 

 ただいまから第４回の総務文教常任委員会を開催したいと思います。 

 初めに、友實市長のほうから御挨拶いただきたいと思います。 

○市長（友實武則君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 友實市長。 

○市長（友實武則君） 皆さん、こんにちは。 

 本日は、第４回総務文教常任委員会をお開きいただきまして、まことにありがとうございま

す。 

 本日は、市内の小学校の入学式が行われて、年度がわりの季節を感じさせるところでござい

ます。そういう中で、今回の総務文教常任委員会が平成最後の開催となります。年度で言えば

今回が第１回目の常任委員会の開催となります。複雑な思いもございますが、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 きょうの議事でございますが、年度初めということで、これまでの提案のあったものあるい

は本年度予定しているもので報告をさせていただければと思っております。どうかよろしく御

協議お願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（北川勝義君） ありがとうございました。 

 それでは、議事に入る前に、新年度になりまして第１回の総務文教常任委員会で、暦年でい

きますので４回目になりますが、初めてなので、人事異動もありましたので、執行部の紹介、

挨拶をさせていただきたいと思います。 

 それでは、執行部のほうからお願いしたいと思います。 

○副市長（前田正之君） ３月までは総務部長で大変お世話になりました。この４月から副市

長を務めさせていただきます。続きましてどうぞよろしくお願いいたします。 

○副市長（川島明昌君） この４月から国土交通省から参りました川島と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○総合政策部長（安田良一君） ４月１日から岡山県から出向してまいりました総合政策部長

の安田と申します。よろしくお願いいたします。 

○総務部長（塩見 誠君） 今回の異動で総務部のほうに参りました塩見と申します。よろし

くお願いいたします。 

○赤坂支所長兼市民生活課長（土井常男君） ４月の異動で赤坂支所長兼市民生活課長を拝命

いたしました土井でございます。よろしくお願いします。 

○熊山支所長兼市民生活課長（矢部恭英君） このたびの人事異動によりまして、熊山支所長

兼市民生活課長をさせていただくことになりました矢部と申します。昨年までは、市民課、協
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働推進課でお世話になりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

○吉井支所長兼市民生活課長（是松 誠君） 同じくこのたびの異動で吉井支所長兼市民生活

課長を拝命しております是松と申します。 

○管財課長（戸川邦彦君） このたびの異動で管財課長になりました戸川です。よろしくお願

いします。 

○政策推進課長（花谷晋一君） このたびの異動で政策推進課長を務めさせていただくことに

なりました花谷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○総務課長（小坂憲広君） このたびの人事異動によりまして管財課から総務課のほうに異動

になりました小坂でございます。よろしくお願いいたします。 

○くらし安全課長（岡本和典君） このたびの異動で熊山診療所からくらし安全課長を仰せつ

かりました岡本といいます。よろしくお願いします。 

○学校教育課長（家森康彰君） このたびの異動で学校教育課長を務めさせていただくことに

なりました家森と申します。よろしくお願いいたします。 

○監査事務局長（中永光一君） ４月より監査事務局長になりました中永といいます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○総務部長（塩見 誠君） 以上でございます。 

○議会事務局長（元宗昭二君） それでは、私ですが３月31日までは監査事務局長、そして４

月１日からこちらの議会事務局長を拝命いたしております、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 執行部のほうから紹介がありました。こちら委員会のほうも。 

 総務委員長の北川です。よろしくお願いします。 

○副委員長（永徳省二君） 副委員長の永徳省二と申します。よろしくお願いします。 

○委員（下山哲司君） 下山です。よろしくお願いします。 

○委員（実盛祥五君） 実盛です。よろしくお願いします。 

○委員（松田 勲君） 松田です。よろしくお願いします。 

○委員（大口浩志君） 旧赤坂町のほうから来させてもろうとります大口と申します。 

○委員長（北川勝義君） ありがとうございました。自己紹介を終わりたいと思います。 

 それでは、これから協議事項に入ります。 

 協議事項１番目の事業の進捗状況について、執行部から説明願いたいと思います。進捗状況

につきましては、総合政策部、総務、順次説明願いたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○政策推進課長（花谷晋一君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 花谷課長。 
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○政策推進課長（花谷晋一君） それでは、総合政策部の資料を御準備ください。 

 政策推進課より、(1)赤磐市中学生海外研修事業について御報告します。 

 資料はございません。 

 特定非営利活動法人ＡＭＤＡより、この中学生海外研修事業の平成31年度の実施を見送ると

の連絡が４月１日付でございました。本年度の事業の中止の理由としましては、平成30年10月

ごろからスリランカ国内が政治的に混乱しておりました。現在のところ、落ちついてはござい

ますが、その影響がございまして、ＡＭＤＡの現地の受け入れ準備が整わないということで

す。ＡＭＤＡとしましては、本事業につきましてスリランカにおける平和の構築や中学生の人

材育成につながる事業と位置づけていることから、次年度以降、改めて実施したいと連絡をい

ただいております。 

 以上で赤磐市中学生海外研修事業についての報告を終わります。 

 引き続き、(2)移住コンシェルジュについて御報告します。 

 総合政策部資料の１ページをごらんください。 

 前任の移住コンシェルジュ退職に伴いまして、新たに移住コンシェルジュとして桜が丘西に

お住まいの森下良一さんを任用しました。森下さんは、大手住宅メーカーの全国転勤を経て、

平成24年より赤磐市に定住されました。また、前職ではつやま産業支援センターにて市内中小

企業の支援業務を行い、オリジナルブランドの開発や販路開拓支援を行うなど、地域の魅力発

掘に関心があり、赤磐市の人口増加に寄与したいと強く思っておられます。移住コンシェルジ

ュの主な業務としましては、移住相談、移住支援、おためし住宅や空き家情報バンクの紹介、

広報などでございます。 

 続きまして、(3)おためし住宅について御報告します。 

 総合政策部資料２ページをごらんください。 

 移住・定住の取り組みの中で、おためし住宅として３月22日より熊山支所のすぐ裏手にござ

いますアパートに新たにおためし住宅を整備させていただきましたので、御紹介させていただ

きます。 

 立地の特徴としましては、駅から近いことや桜が丘等とは違い農村地域内にあることで差別

化を図ったものです。利用期間や利用料などにつきましては、これまで整備させていただいた

ものと同じでございまして、利用期間は８日以上、90日までとさせていただいておりまして、

利用料は１日1,500円でございます。現在のところ、１件の利用予約が入っているところでご

ざいます。 

 政策推進課からは以上でございます。以上で総合政策部の説明を終わります。 

○管財課長（戸川邦彦君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 戸川課長。 

○管財課長（戸川邦彦君） 財務部より、事業の進捗状況について御報告させていただきま
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す。 

 財務部資料の１ページをお願いします。 

 市役所本庁舎及び中央公民館の整備についてです。 

 施設の長寿命化を図る改修案と建てかえ案とで、ライフサイクルコストを勘案し、60年間の

費用で比較しています。比較条件につきましては、資料の下段のとおりでございます。 

 ２ページをお願いします。 

 改修案は、改修した後、30年後の建てかえを想定したものとしているため、グラフに示して

いるとおりコストは30年後に大幅に増加しますが、建てかえ案よりは下回ります。また、建て

かえ案は、建設の30年後には大規模改修が必要と想定しています。60年間の推定費用の総額

は、改修案が119億3,000万円、建てかえ案が126億9,400万円で、比較の結果については建てか

え案が改修案を上回る結果となっています。この件の報告につきまして、委員会への御報告が

おくれましたことをおわびいたします。 

 管財課からは以上です。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（土井道夫君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 土井課長。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（土井道夫君） それでは、教育委員会の資料をごらんく

ださい。 

 スポーツ振興課から赤磐市東京2020オリンピック国内キャンプ誘致活動について御報告させ

ていただきます。 

 お手元の資料の１ページをお開きください。 

 第２回実行委員会の会議を先月３月19日に赤磐市中央図書館多目的ホールで開催いたしまし

た。会議内容につきましては、規約の一部変更で、実行委員会の名称を赤磐市東京2020ホッケ

ー競技国内キャンプ誘致実行委員会と変更しました。そして、平成30年度の活動報告といたし

まして、別紙１のとおりの活動を、２ページにございますけれど、行いました。次に、平成

31年度の活動計画といたしまして、３ページにあります別紙資料２を案として提案し、今回８

月のニュージーランド女子ホッケーチームの事前キャンプ、来年度の直前キャンプ誘致及び平

成31年、ことしの12月４日から８日に行われる全日本男女ホッケー選手権大会に向けての取り

組みなど、原案どおり承認されました。そして、実行委員会の事業予算として、平成31年度予

算を４ページ、別紙資料３のとおり提案し、原案どおり承認されました。その他として、主な

意見として１ページにございます、そこに記述しているとおりの意見がございました。内容に

ついては、御一読をお願いいたします。 

 以上、教育委員会から報告させていただきました。 

○消防本部消防総務課長（楢原秀幸君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 楢原課長。 
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○消防本部消防総務課長（楢原秀幸君） 消防本部資料をごらんください。 

 平成31年度ポンプ自動車更新事業を御報告申し上げます。 

 １ページをお開きください。 

 初年度登録からことしの２月で16年が経過するポンプ自動車の購入事業でございます。 

 入札日が平成31年４月24日、予算額は4,100万円で、６月議会で議決をいただいた後、本契

約とし、平成32年２月下旬の納車予定で進めさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（北川勝義君） 執行部のほうから事業の進捗状況につきましての説明がありまし

た。 

 委員の皆さん、何か質問がありましたら、前後しても結構ですから全般を通してお聞きくだ

さい。 

 何かありませんか。 

○委員（実盛祥五君） はい。 

○委員長（北川勝義君） 実盛委員。 

○委員（実盛祥五君） 今のホッケーの関係で、今整備をしとるのが間に合うんでしょうか

な。何かゆっくり進んでいるような気がするんですけど。 

○委員長（北川勝義君） 土井課長。 

○社会教育課長兼スポーツ振興課長（土井道夫君） ７月31日に向けて事業が完了するように

現在取り組んでいるところでございます。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） よろしいか、実盛委員。 

○委員（実盛祥五君） はい。 

○委員長（北川勝義君） 他にありませんか。 

○委員（松田 勲君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 松田委員。 

○委員（松田 勲君） 総合政策部のほうで２点確認したいんですが、移住コンシェルジュの

件なんですが、これは新しい方になられるということで、常時この方はどこに配属というか、

市役所の窓口で相談に応じますというのが出てるんですけど、具体的にどういった時間帯とか

どういった流れで受け付けをしていただけるのか、またどういうふうに動かれるのか、もう少

し詳しく教えていただきたいのと、それからもう１個、おためし住宅で、今回アパートという

ことで、アパートは今回初めてなんですが、どういった経緯でアパート型になったのか、教え

ていただければと思います。 

○政策推進課長（花谷晋一君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 花谷課長。 
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○政策推進課長（花谷晋一君） 移住コンシェルジュの方でございますが、週４日朝９時から

夕方５時15分まで、今のところ市役所２階の政策推進課で勤務いただいております。毎週水曜

日がお休みですので、月、火、木、金と勤務をされている状況でございます。現在では、空き

家バンクの登録でございますとかおためし住宅の紹介など、そういった問い合わせ業務に対応

している状況でございます。 

 続きまして、おためし住宅につきまして、アパート、なぜそういう形にしたのかという御質

問だったと思います。おためし住宅を使われる方は、どうしても街のほうから来られるという

ことで、アパートのほうが利用しやすいといったようなこともございます。そういった意味

で、おためし住宅をアパートを１つ設けてはどうかということになりまして、アパート型で熊

山地域に設けた次第です。 

○委員長（北川勝義君） よろしいか。 

○委員（松田 勲君） はい。 

○委員長（北川勝義君） 松田委員。 

○委員（松田 勲君） コンシェルジュのほうなんですが、この方はどのくらい在住されとん

でしょうか、赤磐市に。住まれて大体どのくらいなのか目安、大ざっぱでいいですけど。 

○委員（大口浩志君） 24年からですよね。 

○委員（松田 勲君） 24年から。 

○委員（大口浩志君） はい。 

○委員長（北川勝義君） めいめい答えんように。 

○委員（大口浩志君） 済みません。 

○委員（松田 勲君） 申しわけありません。 

多分転勤されとるっていうように書いてあるから、実際どのくらい住まれてるのかがわか

れば教えていただきたいのと、要するに空き家バンクでいろいろやってると思うんですけど、

実際にそういった空き家情報が入った中で現場とかを確認されて、そういった上でやられるん

だと思うんですけど、その辺をもう一度再確認でお願いしたいのと、あと市外の方にはどうい

った形で具体的に森下さんにつなげていくのかがわかれば教えていただきたいと思います。 

 それとちなみに、今までもやってたと思うんですけど、大体どういった効果があったか、ざ

っとでいいんですけど教えていただきたいと思います。 

 それから、おためし住宅、アパートを言われたんです。何かでもよくわかんないですよ、何

が便利なのかよくわかんないんですけど、家電とかいろいろなものがそろっているというのは

わかるんですけど、熊山の円光寺というたら駅から離れてますし、具体的にどういった視点か

らアパートにされたのか、もう１回教えていただきたいなと思います。 

○政策推進課長（花谷晋一君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 課長。 
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○政策推進課長（花谷晋一君） 移住コンシェルジュの方がどれくらい赤磐市に定住されてい

るかという御質問だったと思います。平成24年より定住されておりますので、約六、七年とい

うところでございます。 

 続きまして、空き家について現地の確認をしているのかということだったと思います。現在

着任していただいたばかりでございますので、現場の確認等を現在空き家バンク等の担当も別

におりますので一緒に回って確認をしているところでございます。 

 市外の方へのつなぎをどのようにしているかということでございますが、これにつきまして

は今後移住相談会だとか定住相談会といったものを市外で県外を含めやっていきますので、そ

ういうところで赤磐市への移住者というのを発掘して、赤磐市の定住へつなげてまいりたいと

思います。 

 もう１点、アパートがなぜ便利なのかという御質問だったと思います。熊山支所の裏手にご

ざいまして、駅から少し離れているということでございましたが、駅から徒歩で約30分ほどで

駐車場を完備しております。家財一式をそろえておりまして、近くに買い物をするところもあ

り、病院、診療所も近くにあり、なおかつ農村の風景を見ていただきながら赤磐市を感じてい

ただけるということでございます。ということから、立地条件を加味しまして、アパート型の

おためし住宅を整備したところでございます。 

○委員長（北川勝義君） よろしいか。 

○委員（松田 勲君） よろしい。 

○委員長（北川勝義君） 松田さん、よろしいと言うたん、僕が聞かあ、気になったから。２

つ聞きてえんじゃけど、これはほかの聞きたかったんじゃけど、移住コンシェルジュなんじゃ

けど、これは今まで前職で津山でやられようて、どのくらいの実績があるんじゃろうか、津山

で。聞かれとんじゃろ、津山でどんなことがあったか、どんな実績があったかというて。もう

ちょっとしたら津山市議選になるから今なるべく津山に行かんようにしとって、いろいろある

んで、連れが３人ほどおったりいろいろあるんで行ってねんじゃけど、電話が入ってくる。ど

ねえあったんですか。別にこれが津山で実績がなかったからあったからどうこうというんじゃ

ねえですけど、もし採用されるんじゃったら前職で津山で、前職ということになっとんで、津

山の支援センターでこんだけのことがあったとか、まだできてなかったけえあったんじゃ、ど

んなんかわかりゃ教えてほしい。 

○委員（松田 勲君） もう１個言うのを忘れとる。前のときはどのくらい……。 

○委員長（北川勝義君） じゃけ、それを僕は松田さんと同じ、聞かせてもらわなんだらわか

らんのんで、この人が決められて、執行部、市長らが決められて、森下さんがええとか悪いと

かどうこうは言ようりゃあしません。説明されるんだったら、こういう前職のことがあるんじ

ゃったら、近くの津山市じゃから、よう行政が使われるのは近隣市町村を調査してみたらと言

われるんじゃから、近隣市町村じゃから、僕も津山市には親戚もようけおるし、どうなっとる
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かというのもわかれば教えていただきたいのが１点。 

 それから、おためし住宅、これはいけんなあ、おめえら、どういうことなら。この間も探し

てくれえというて、小引さんか、部長か、おためし住宅は吉井、周匝へねえかということで僕

は探してあげたら、家が大き過ぎるんじゃ何とかというて、そんな家がおためし住宅が、遠藤

もしょうた、おためし住宅がそんなええげにぴちっと40坪であったと、35坪であったとか、そ

んなの全部そろうたようなおためし住宅ばあねえわや。狭いわ、吉井で言うたら仁軒屋という

とこへしとったんじゃ。ええとこじゃいうて、そりゃもうよろしいが、決められたんじゃった

ら。いや、実はこうで道が不便でこうでいけんからというてやめられて、今度は探してくれえ

と言われて、探したら周匝のちょうど、下山委員も知っとられるけど、周匝の大池住宅の前の

とこ、あそこの前のとこにトダさんいうておって、城山公園のしょうた、そりゃ日本建築でえ

え家で、そこというたら、あれがおえん、これがおえんと言うんじゃけど、そういうとこも考

えて、せえから今こういう住宅の大東建託のことをするんじゃったら、僕のとこでも貸してあ

げるし、僕はまだほかのとこもあるんじゃけど、僕らのとこよりは周匝のほうがええかなと思

うて、下山さんも気を使うて、小めえのがええかと思うて、これじゃったら何やかんや親族

は、来ませんわ、こねえなとこへは。はっきり言うて来ません。 

 来るんじゃったら、一軒家の、是里でもええ、例えば是松支所長が是里へ来るとか、布都美

でもええ、仁堀でもええ、草生でもええ、周匝でも、来てから普通の一軒家のとこで見て、こ

ういうのを見てから、ああ、こういう生活ができるんやなとか、そういうお試しせなんだら、

ここじゃったら岡山のマンションに住んどきゃよろしいがな、別にここへ来てお試しせんでも

ええわや。 

 いろいろ出たとき、ネオポリスの中へ、前、遠藤のときかな、ネオポリスの中を借りてとい

うて、山陽団地もなかったらええと、ネオポリスもそういう、ネオポリス自体が新しい地域か

もしれんけど、これからまたまとまってふえていくんじゃから、ネオポリスじゃったら理想的

なある意味の都会的なセンスもよくて理想的にはええんじゃねえかというて、ええ考えじゃと

言うたんじゃ。 

 これは、僕は１個も、冷蔵庫や何とかがついとんの、そんなん便利がええというて、その意

味が全然わからん。これは、まだその周りの円光寺の辺じゃとかええあいとる家があります、

ぎょうさん。そこも大きいというたら、そこらは借っとんじゃ、ええなというて僕は言うてあ

げるけど、これは全然ええと思わん。これじゃったら何か、おめえ、うちは不動産屋の扱いで

不動産屋をしょんじゃ、不動産屋にしてもらやあええ、大東建託でも。 

 せえで、これは今言うた、これは借ったら５万円ぐらい要ろう、４万5,000円か。 

○委員（松田 勲君） もっと要るかな。 

○委員長（北川勝義君） こんなもん、おめえ、考えにゃおえんのじゃねんか。僕は２万円で

も１万円でも、僕らが言よんのは、うちのとこで１万円でも貸してあげる、１万円、２万円で
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も。そりゃ、銭金じゃない。これは、考えるのが、吉井じゃって、吉井のとこで過疎化がしと

って、何も行くとこはねえんじゃと、皆いっぱいであるからここを使いてえというんじゃった

ら私もこれはいたし方ねえという気持ちになる。熊山は何ぼいうてある。熊山の支所長、今度

は支所長になられて、喜ぶか、こんなことをええと思うて。思やすまあがな。たまたまここに

しとんなら１遍はこれでええと思う、やりょうりゃ。考えてもらいてえと思うんじゃ。 

 せえから便利な便利なというて、便利なのは東京か岡山市内におるのが一番便利なわ。今回

も、要らんことを言う、免許を返してえという者がおって、免許は返せんというて、実は４月

１日に葬式をして、その年の人が、津山がええぞというて、津山が一番軽いというて。試験を

受けて、実地をして、実地をしたら上がるからというて上がって、それでもうやっと免許取れ

て。本当は免許を返さにゃおえんのんじゃと、90で、返してんじゃ。もう３年だけ取ることに

したんじゃ。なかったら吉井は生活できんわけじゃ。そういう人らがするんじゃったらこれも

ええけど、うちらじゃそんなこと考えられんわけじゃけ、もうちょい考えてほしいということ

を言ようる。便利が本当に悪いとこでも、吉井のそういう便利の悪いとこじゃったら、こうい

うことを借ったというのじゃったらこれも一つのあれじゃなあ、コンパクトシティーじゃねえ

けど、いろいろ考えていくんなら、これは一つの方法かもしれん。これは、全然違うんじゃね

えか、これは予算を見てもろうて。 

 僕の知っとる、大阪やよそへもおられる、東京へ、来てから、おためし住宅じゃというてこ

んなもん来てえとは思わんわ。ここへ来たら何か100万円でもくれるとかなあ、例えばという

のじゃったらええけど、もうちょい考えにゃおえんよ。これは、今反対しょんじゃねんよ。こ

んなんを進めとるということじゃからな。これは借るんじゃったら、僕は、田園風景が見える

というけどな、それじゃったらネオポリスの下のとこのあの辺を借っちゃったほうがようけ見

えらあ、ずうっとええ田園が。せえか、貸し農園があるとかというんなら別じゃけど、わから

ん、そこんとこをもう一遍説明してください。理屈が、たまたまここでやったからこれでやら

せていただきてえと、おためし住宅じゃけ半年間でもやらせてみてほしいと。せえで、今度は

変えていく。これをずっとやられたら、５万円も家賃を払うて、おめえ、大東建託の回し者を

しょうるようなもんじゃが。 

○委員（松田 勲君） 目的が変わった感じがする。 

○委員長（北川勝義君） 全然話が違うと思ようるけえ。 

○委員（松田 勲君） 最初の目的と変わっとんじゃねんか。 

○委員長（北川勝義君） 教えてください、もう一遍説明を。 

○政策推進課長（花谷晋一君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 課長。 

○政策推進課長（花谷晋一君） まず、移住コンシェルジュの方でございますが、ハウスメー

カーの全国転勤を経て赤磐市に定住されておりますので、以前に岡山県内におられたことがご
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ざいます。そういったことで、岡山県のことに知識がございます。 

 あと、津山の産業支援センターで何をしていたのかといいますと、移住コンシェルジュをし

ていたわけではございません。中小企業の支援としまして、ｍａｄｅ ｉｎ津山のロゴマーク

を制定されたり、下請型の中小企業型オリジナル商品の開発や情報発信、販路拡大のため、そ

ういう政策を実施されております。 

 続きまして、おためし住宅を熊山にアパート型をなぜしたのかということでございますが、

現在今整備をしてしまっておりますので、今現在１件の利用申し込みの方もございます。そう

いったことで、できましたらしばらくこの形で様子を見させていただいて、利用状況を見まし

て判断をさせていただければと考えております。 

○委員長（北川勝義君） 松田さん、ええか、もう１回。 

○委員（松田 勲君） だから、１個、さっき委員長も言われたけど、最初に僕が聞いたこと

を言ってくれれば。 

○委員長（北川勝義君） 松田委員が言われたこと答えて。 

○委員（松田 勲君） コンシェルジュの今回はええけどその前の結果はどうだったのかを。

成果みたいなのは。 

○委員長（北川勝義君） 前の成果。前のコンシェルジュの。 

○政策推進課長（花谷晋一君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 課長。 

○政策推進課長（花谷晋一君） 前の移住コンシェルジュの方の実績でございますが。 

○委員長（北川勝義君） なかったろ。 

○委員（松田 勲君） どのくらいの方が移住されたんかどうか。 

○委員長（北川勝義君） ゼロじゃろ。 

○政策推進課長（花谷晋一君） それをきっかけに移住をされたというはっきりとした数字は

ございません。 

○委員長（北川勝義君） ゼロじゃろ。 

○政策推進課長（花谷晋一君） はい。 

○委員長（北川勝義君） よろしい。ありがとうございました。 

 僕が言いたかったのは、地域の魅力に関心があるというのはそりゃええんじゃけど、定年退

職をしてここへ、大抵、わからんけど、大和へおったんか積水へおったんか、大和へおってか

ら来て、それは別にええんじゃ。津山行きょうた。津山で今言よんのが、こういうのであるよ

うに言うから、津山の実績があったんかというのを聞きたかった。ここに書いとる、オリジナ

ルブランドの開発というけど、何らかがなかったらおえんので、ほんなら誰が来るというてな

かなか来てくれんと思うんじゃけど、来るのはねえと思うんじゃけど、住宅メーカーにおった

からよう知っとるとかそんな話じゃねえ。考えてもらいてえなあと思うた。この人が悪いとか
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と決して言よんじゃのうて、もうちょっと仕方を、今度はそれでいくんじゃったら研修を受け

るとかこういうことをやってもらうんじゃとかというのをやらなんだら、ただ格好で月、火、

木、金だけおるようなことで、相談あったら、はあはあというて。 

 せえで、まさかこの絡みで大東建託、ここへおったんじゃったら絡みはありゃへんで。全然

来てえとか思う気はねえと思うで。住む、お試しした人をよ。不自由もあったりよかったりす

るのがあるんじゃねえかなと思うんじゃけど、なかなかこれはコンシェルジュが来てくれるん

じゃけ、まあええ、頑張ってもらわにゃいけんと思うんじゃけど、それに即効的なことをして

もらいてえなと思うて。 

 せえで、今おためし住宅やこうでも、この人がおためし住宅の紹介したり検討していくんか

もしれん。もうちょい考えてもらわにゃあ、この大東建託みたいなこういうなんをするような

話にはなってねんじゃねえかと思うたんじゃけどな。それで、整備しとるから使わせてくれえ

というて、今花谷課長に言うたら、別に今すぐやめえとかおえんとかという執行権はやられり

ゃええんじゃけど、せなんだらいけんのじゃ。ほんならおためし住宅、どっかええというとこ

があった、一戸建てが。ほんならそこを借ったけん、そこを借ってしたから、ほんならその人

がええから買うてくれたと、近くへ住んでくれたというのは、絶対住むんかというたら住まん

とかそういうことはわからん、そりゃあな。だけど、これはこういうとこへ泊まるんじゃった

ら、僕は来る意味がねえ。純和風にせえというんじゃねえけど、今の一戸建ての家へ住んでも

ろうて、できたら近くへ菜園でもあったとか、例えば花でも植える、それだから来るというん

じゃねえかな。そりゃ、ここへ来てするんじゃたら、何のためにしょんかわからんわ。不動産

屋の回し者になったんかなと思うて。 

 最初の目的は、赤磐市のよさを知ってもろうて、ほんならあれは何というんかな、動画があ

るが、花谷課長、動画が。あれは、市政報告会のときも流しょうたろう、市長。ばあっと流し

ょうたがな、赤磐はどこがええとかっていうて、コンシェルジュ、移住の。じゃったら、これ

を流しちゃって、みんな嫌がるで、こんなもんが出てから、こんなもんを流しょうたというた

ら、何を市長は考えとんならというて、僕は思うて。とりあえず、市長、やられるのはええん

じゃけど、ああじゃこうじゃ執行権に介入して物を言よんじゃねんじゃけど、とりあえずやら

れてもええんじゃけど、効果のあるようにやってもろうて。これは、岡山の市内をやりょんじ

ゃったらマンションのあいとるとこでこうしたんじゃというて言やあまだわかるけど、赤磐市

じゃったら広うてあるんじゃけ、考えていただきたかったなと思うて。熊山地区の区長さんこ

れを見て、やあ、ええなあ、こりゃ、熊山はと言わんで、そりゃあ。熊山の区長さんは笑う

で、こんなことしたら。 

 僕はきょう初めて、僕も永徳さんも初めてじゃな、きょう聞くのは。一応委員長、副委員長

をしょんじゃけ、４月でかわるけえええかもしれん、これを見せてくれにゃおえんわ、こんだ

け相談なけりゃ。こっちのことは言よんじゃねんよ。コンシェルジュには言わん。こっちのこ
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とを言よんよ。これは普通の家を借ってしょんのは何も言よんじゃねんじゃけど、思うたん

で、また何かあったら言ってください。 

○委員（松田 勲君） 僕も委員長と一緒なんですけど、今までの何か目的と変わったような

気がするんですよ。 

○委員長（北川勝義君） そうな、変わってしもうとる、何か。 

○委員（松田 勲君） アパートに住むんだったら、それは便利さを言われるんだったら、さ

っきも委員長が言われたように岡山市内とかもっと街なかのほうだと思うんですけど、そうじ

ゃないと思うんですよね。都会のほうから田舎暮らしをしたいとかそういった方をターゲット

にするのか、便利さを求めた人をターゲットにする、でも便利さを求めるんだったら、さっき

言った、申しわけねえけど、病院とか近いかもわからんけど、駅から歩いて30分って近いわけ

ではないし、５分ぐらいだったらまだ近いとは思いますけど、そうじゃない。それだったら、

また違うんじゃないか、違うとこがあるんじゃないか、ネオポリスとか山陽団地とか、吉井に

しても周匝の便利なところになるとか、そういうことになるとは、熊山も確かにここは熊山の

中では便利のいいとこだと思うんですけど、アパートというのは何か住んでイメージが湧くの

かどうかというたら、違うと思うんですよね。 

 結構私の知ってる方でも古民家を買われて住まれてる方がおるんですよね、都会のほうから

来られて。そういった人をターゲットにしとんか、若い人をターゲットにしとんか、その辺が

中途半端なイメージがするんで、路線から外れるんでなくって、その中でどういうふうにした

ら赤磐市に定住していただけるのか、どういった層を対象にするかというのをもう１回見直し

をしながら、今回はこれでしょうがないと思うんですけど、もうちょっと考えられたほうがい

いんじゃないかなと思います。便利さだけ追求されようたら、何かもっと路線が変わっていく

ような気がします。 

 以上です。どうでしょうか。 

○政策推進課長（花谷晋一君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 課長。 

○政策推進課長（花谷晋一君） おためし住宅もこれで終わりではございません。次へ次へと

いうふうに検討してまいる先には、今ある古民家等を含めて検討してまいりたいと思います。 

○委員長（北川勝義君） 松田委員。 

○委員（松田 勲君） 課長がかわったばっかりであれでしょうから。 

 今までおためし住宅を何回かやってるし、いろんな古民家を使ったりネオポリスみたいな一

戸建て使ったりいろいろされてる中で、どういったことがよかったのか、どういった反応があ

ったのか、そういったことも我々に提供していただいた上でこういうのを出されたらまだわか

ると思うんですけど、だからそういった反省もしながら、いろんなことをチャレンジしなが

ら、そういった中でこういう視点で今度はこうしましたというのを言っていただければよくわ
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かるんですけど、それが多分できてないと思うんですね。だから、行き当たりばったりじゃな

くて、もう少し反省もしながら、効果も見ながら提案していただいたほうがいいんじゃないか

なと思うんですけど、市長、どうでしょうか。 

○委員長（北川勝義君） ええか、先に。 

 おためし住宅というてなっとろう、言葉は悪いけど。おためし大東建託じゃねんじゃけ、お

ためし住宅というたら、僕もこんなことを言うたら、余り言うまあと思うたんじゃけど、１軒

貸しちゃるというのがあって、売ってもええ、借ってくれえということがあって、言うたらい

けなんだ、大き過ぎるからというて、そりゃ結構なんです。どうのこうの、いろいろあったけ

ど、そりゃできりゃすぐできるがと言うて、よろしいと言うたん。 

 せえで、僕は、前田副市長の奥さんのほうの実家の隣の家があいとるわけじゃ。貸してくれ

る、そりゃきれいな家で、理想的な１軒で、小めえ。そりゃ今タカモトさんという人が持ち主

じゃ。そこの隣にはセブン－イレブンがあるし、バスあってザグザグあるし、皆バスに乗って

いきゃええ。そういうとこじゃったら一戸建てがあるから、僕はそういうとこでもええと思う

たんじゃ、あえて別に借ってくれえということも僕は言うつもりはねえから余り言わなんだん

じゃけど、そういうとこらでも借っちゃるというんじゃたら効果があるん。それとか、今その

隣には空き家になって不動産屋さんが持たれとんか知らんけどあいとんがありゃあそこでも借

るんじゃったら効果的な、草ぼうぼうになって荒れとるけど、きれいにしたらすぐ住めるとい

うんかな、そういうなんを僕はせめて一戸建ての、建て方が入母屋にしとけとかじゃあおえん

とかというのは、一戸建てで庭があって、できりゃあ菜園もあって、せえで隣には畑がありゃ

貸したり近所づき合いがあっても、例えば言やあ、お試しで10日来たら、何しに来られとんな

らと言うたら、物を言うたり、学校も何とか行けたり、せえから野菜でももろうたり、話が、

そういう相談ができるようなのをして、田舎というのは、赤磐というとこはええなあ、じゃか

らまた来てえなというのでしてもらうんがおためし住宅と僕は思うん。僕も産業は長えんじゃ

けど、そう思うて。 

 今回のは、松田さん言うたんでも、別にこのことで論議するつもりはねえんで、市長、悪い

けどこのことでええじゃ悪いじゃと論議するつもりはねんで、まとめた気持ちがあれば考え方

を説明してくださいよ、部長でもよろしいし、部長は来られたばあでわかりにくいというた

ら、説明願えりゃええと思うたんじゃけど、今松田さんも市長のほうはどう考えられますかと

言われたんで、もし考えがあったら。ほかの人がされるんだったら結構ですけど。どんなです

か。 

 友實市長。 

○市長（友實武則君） ちょっとだけ待ってください。済みません。 

 暫時休憩のほうをお願いします。 

○委員長（北川勝義君） 暫時休憩します。 
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              午後１時39分 休憩 

              午後１時43分 再開 

○委員長（北川勝義君） 再開します。 

○市長（友實武則君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 友實市長。 

○市長（友實武則君） 先ほどのお尋ねで、私の御意見をということですけど、担当のほうが

まだ説明が不十分なもので、もう一度説明をさせてください。 

○政策推進課長（花谷晋一君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 課長。 

○政策推進課長（花谷晋一君） これまでおためし住宅を提供してまいりましたが、そういっ

たことの中で一軒家でおためし住宅ということを提供しましたところ、いきなり田舎へ入って

生活するということに抵抗が多いという御意見をいただいております。そういったことから、

なるべく街のライフスタイルに合ったような格好の場所を提供したいということで、今回アパ

ート型のおためし住宅を整備させていただいたところでございます。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 松田委員、先に言うとくから。 

 ほんならな、山陽団地のとこもそれをしちゃれ、それから赤坂もそうしちゃれ、吉井もこれ

からせえ、大東建託があるし、そうせえ、そういうへ理屈を言うんじゃったら。そんななあ、

アパート式というかマンションじゃねえとおえんのんじゃったら、マンションでしてもらえ。

そうじゃねえ、今下山さんが雑談のとき、暫時休憩のときに言ようて、今回は１番も当然じゃ

けど２番のおためし住宅で長期でして、仕事じゃとか環境も見て回れるとこを探すのにそうい

うことに使いてえというそねえなんが主で、できりゃあ１番もええというんじゃったらわから

んことはねえ。せえでじゃから、今ここへおる委員さんで全員がこりゃいけんというて言よう

りゃしませんがな、やっていただきゃあええ、じゃけその件についてもまた考えましょうや

と、もとの方針とちょっと違うてきとんじゃねえかというて言よんじゃから、そりゃわかっと

んじゃねんかな。 

 あんたらが都会へ住みょうて、都会から来るのに、都会へ住んで一軒家に住んでおる人が来

られるなら、よっぽど大金持ちで別荘買うてくる、こんなこと利用してもらわんでも。うちら

でもようけ買うとる、こんなん、金を持っとる人。ねえ人が再就職をしようと思うて、子育て

もしようと思うて来て、その中でメリット、子育てするからすごいとこじゃ、ここはという

て。ここには岡大の進学率99％じゃというたら、ここに来るかもしれん。せえから、助成もあ

るとか、３人目ができたら100万円とか、学費は皆免除してくれるんじゃったら、そういうメ

リットがある。メリットがのうて、今マンションかアパートか住みょうる人がここへ来て、急

に環境が変わるからというて、そんなもん急に環境が変わるのは、今総合政策部長も副市長も
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環境が全く変わったがな、今住みょうるとこと。順番に変わっていきょうる。それでもなれ

て、なれにゃしゃあねえが。じゃけ、それは、そこのとこはあるんじゃねえか。もし副市長が

広島の10階建てのマンションに住んどったら、総合政策部長も５階建てのマンションに住んど

ったら、赤磐に来て５階建ても10階建てもねえんじゃけどうやって住めというんなあ。しゃあ

ねえんじゃねんか、そりゃ、やり方。 

 僕は、郷に入ったら郷に従えじゃねえけど、今のこれが悪いと言よんじゃのうて、そういう

なんも２番のおためし住宅のほうの長期滞在をして、焦ることなく就職活動や納得、どこの家

がええかな、どこら辺がええかなというのを、人間づき合いはええなあというのを探すのが１

番で、せえで２番目にはこういうとこにしたら新しい環境も変わらんけえさせてもらうとい

う、そういう話をせにゃおえんのじゃねえんかな。向こうの生活態度が変わっちゃいけんとい

うのはへ理屈じゃ、そりゃ。僕は、そう言うてもらわにゃおかしいんじゃねえか、市長、そう

思われんか。これから衆議院になってから、衆議院議長になってから、市長は毎日東京へおろ

う。環境が変わったというて怒りゃすまあ、わしは一軒家じゃったけ一軒家を出せと言やあす

まあ。しゃあねえんじゃねんか、そりゃあ。 

 その辺、僕は松田さんと、ここへおる人は大抵みんな、僕がしゃべるばあしょうる、同意見

だと思う。せっかく来るんじゃから、赤磐へ来て、赤磐のよさを認めるようなことをさせてや

ってくださいと。自然が緑豊かなとこでええことをやっていただきてえということを言よん

で、たまたま今回したんじゃこれは、下山さんが言うた、これは管理の金も要らあな、はっき

り言うて。そのいろいろなことを考えられたんじゃと思う、そりゃあな。だから、それも一つ

の方法じゃけど、これはもし次のときに熊山でもええとこ出たら借っていただきゃええんじゃ

ねえかということでしてもらうという考えを、市長、してもらいてえんじゃ。いやいや、そう

じゃねえ、これを今言ようたら、僕らはそうじゃねえ、いやこれがええんじゃと、これは環境

がなれるけえこれが一番ええんじゃと言われたら、ほんならこれをずっといかれるという、ど

うも納得いきにくいな。 

 下山委員。 

○委員（下山哲司君） 委員長、この話はそのくらいでとめてください。 

 せえで、一つ注文つけるんじゃないんですけど、きょうかわられた人のチェックをしたら

な、半分ぐらいかわっとるわけで。じゃから、議員さんというのはいろいろ文句をつけるのが

議員の仕事じゃと思うとられる人もおるし、そういう傾向も多々あるんで、答弁するときにこ

ういうふうに答弁したら次が、二の口が余り出てこんなというようなことも考えて答弁してく

ださいよ。そうせなんだら、同じことを行ったり来たり行ったり来たりばあしょうたんじゃあ

いけんので。 

 僕が、先ほど委員長が言うたように、説明を聞いたら、今回は２番目でやったんじゃなあと

思うてええほうに理解したんで、僕は。じゃけど、そういうように理解してもらえん人に対し
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ては、いろいろ言わにゃいけんことが出てくるんで。そのときにそういうように解釈できるん

じゃから、そういう説明したら、今回はこれにしたんじゃ、しょうがねえなあというて終わる

んじゃけど、ほかのことで詳しゅう説明をしようと思うから論理が合わんようになって次が出

るんで、そういうことも考えてこれから答弁してください。それで結構です。 

○委員長（北川勝義君） 執行部のほう、本当にぴちっと答えてもらわにゃおえん、課長。今

みてえに、さっき言うたような、下山さんがそんな言ようるけど、ほんなら下山さんはいつも

反対のことばあ言よんじゃけど、言うたらおえんで、今度から。じゃから、今これは大事な話

をしょんじゃから、市長、今言うた、今下山さん言ようる、わかるわからん、２を中心でいき

ょうるということはわかるんで、今回これでやらせていただきてえんじゃと、また考えると言

わにゃ。都会のほうでこうじゃからというて環境が変わらんやこ言われたらたまったもんじゃ

ねえ。ほんなら、おめえ、ペットショップで飼ようた犬を家へ持って帰ったらなつかんのん

か。すぐなつくぞ。どねえなるんなというて聞かせてん、考え方。 

 課長。 

○政策推進課長（花谷晋一君） 委員さんがおっしゃるとおりでございます。実際に住んでい

ただくために、ゆっくり職場を探す拠点として活用していただくということでございます。し

かしながら、本来の目的のおためし住宅にふさわしい空き家を探してまいります。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 他にありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） このことはええな。 

○副委員長（永徳省二君） ちょっと別件で。 

○委員長（北川勝義君） 永徳委員。 

○副委員長（永徳省二君） 財務部資料の２ページ、上にグラフがありますけれども、これは

当初の予算、２つの線グラフっていうんでしょうか、あるんですけど、建てかえ時に約56億

円、60億円弱、これって恐らく総費用しか書いてなくてですね、合併特例債を全然加味してな

いと思うんですが、その辺はどうなってるんでしょうか。 

○委員長（北川勝義君） 課長。 

○管財課長（戸川邦彦君） この資料２ページにあります線グラフにつきましては、事業費の

計上のみでございます。財源につきましては、有利な財源をこれから求めていくところでござ

います。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 永徳委員。 

○副委員長（永徳省二君） 要は、私が知りたかったのは、今だったら合併特例債が使えます

よと、当然それを加味した上で計算しないと、全然加味してない状態でこういうグラフを描い
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たって、全然絵に描いた餅ですよ、はっきり申し上げて。今現在で約60億円、建てかえだけ

ど、合併特例債を使ったら実際の市としての支出は幾らになるんだと。半分になるのか３分の

１になるのか。当然建てかえもそうでしょう。建てかえもこれが約20億円がもしかしたら半分

になんのか、３分の１になんのか、それを加味した上でこのグラフをつくらないと、全くこれ

は無意味な表ですよ。実際問題、聞きます。60億円だと仮定して、合併特例債を使ったら市税

は、血税は幾らかかるんですか、大体で結構です。 

○委員長（北川勝義君） あわせて合併特例債はどういうことかというのを、合併特例債が合

併補助金じゃったらええんじゃけど、合併特例債、５年間が10年間延長になって、15年間延長

になってからいうのが、合併特例債の絡みと説明してください。合併特例債を使うたから、僕

が思よんのは、60億円が合併特例債を10億円使うたから50億円の事業費でできるというんじゃ

ねえと思うんで、返還方法とか交付税算入が入ってくるというだけのことなんで、そこらも説

明してあげなんだら、合併特例債は純粋な、純粋とは言わんけど、９割ぐれえ補助金と思われ

とったら全然違うんで、そこらのとこもあわせてわかれば、部長でも。 

○財務部長（藤原義昭君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 財務部長。 

○財務部長（藤原義昭君） 合併特例債について御説明いたします。 

 合併特例債は、何にでも使えるというわけではなく、対象のものがあります。大きく分かれ

て３つで、新市の一体性の速やかな確立を図るための公共施設の整備、２番目として新市の品

行ある発展に資するために行う公共施設の整備、格差の是正ですね、３つ目に新市の建設を総

合的かつ効果的に推進するために行う公共施設の総合整備、これらのいずれかに該当する理由

づけが必要となります。今後、こちらのほうについても、うちの計画とあわせて検討してまい

る次第であります。そしてあわせて、ほかにも有利な財源がありましたら、そちらのほうを探

していくつもりです。 

 次に、委員長が言われました、充当率とかそういったほうの関係になります。 

 こちらのほうについては、充当率が90％で、普通交付税算入率が70％です。大まかに言う

と、約35％ぐらいが借金というふうになって、こちらから20年なり30年という償還期間を迎え

るようになります。最近は金利が安いので35％ぐらいですけど、合併当時は金利が高かったの

で、おおむね40％が借金というふうに市は試算しておりました。 

 次に、当然有利な起債ではあるんですけど、当然そちらのほうに利息がつきます。仮に60億

円、20億円としても、億単位の利息のほうが発生すると考えられると思います。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 永徳委員。 

○副委員長（永徳省二君） 今の話からいうと、約ですけど市の負担て７割ぐらいで考えてよ

ろしいんでしょうか。 
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○委員長（北川勝義君） 65億円か70億円じゃな。 

○副委員長（永徳省二君） 65億円か70億円。もしそうだと仮定して、これは60億円ですよ

ね、建てかえ。それを例えばですよ、これは６割と仮定したら、36億円ですよね。 

○委員長（北川勝義君） 何ぼ使えるんならということを言うちゃらにゃ。 

○副委員長（永徳省二君） 36億円だと仮定すると、ここで約25億円下がるんですよね、グラ

フ。逆に、改築が20億円、これが20億円が６掛けだとしたら12億円、これもグラフが下がりま

すよね。これで、恐らく表を描いたら逆転すると僕は見てるんですけど、いかがでしょうか。 

○委員長（北川勝義君） 追加、今言ようることは、合併特例債はこの事業に認めてもらわに

ゃおえんし、合併特例債は長寿命化も使えるし、建てかえも使えるし、どんだけ充当するかと

いうのを言わなんだら、まだ今全然20億円とか30億円とか、じゃから10億円しか使わんのが、

何ぼ使うていくのかを言わなんだらわからんと思うんで、勘違いが大分あるんかなと思うとん

で。使えるんじゃけど、充当率があるから、今言いたかった、何ぼ使う気持ちを持っとんか。 

○財務部長（藤原義昭君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 部長。 

○財務部長（藤原義昭君） 先ほど言いましたように、合併特例債は全体で約200億円を借り

ました。残高は、64億円となります。 

○委員長（北川勝義君） この辺のことを言よんじゃ。これだけのことを言よん。これに使う

のは何ぼぐれえ使うつもりでおるんならということを言ようるわけ。 

○財務部長（藤原義昭君） こちらについては、さきに説明したんですけど。 

○委員長（北川勝義君） 60億円も使えりゃすまあがな。 

○財務部長（藤原義昭君） 事業の内容によってもまだわかりませんので、こちらのほうは全

体像をつかんでからという話になっていきます。 

○委員長（北川勝義君） 仮に10億円を使えたとしたら。合併特例債を10億円例えば使うとい

うたら同じことになってこう。 

○市長（友實武則君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 市長。 

○市長（友實武則君） 済みません、１分ほど。 

○委員長（北川勝義君） 暫時休憩します。 

              午後１時56分 休憩 

              午後１時57分 再開 

○委員長（北川勝義君） 再開します。 

○財務部長（藤原義昭君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 部長。 

○財務部長（藤原義昭君） 合併特例債につきましては、先ほども言いましたように、全体で
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は200億円の市が使える分がありました。それから、今まで約十数年で残りのほうが約64億円

となっております。そして、これにつきましては、当然合併、今後の事業について使えるもの

に当然充当していくわけなんですけど、それについてそれ以上加算するものは一般市の持ち出

しとなります。さきに一番最初に説明したように、事業の全体ができるものでもなく、合併特

例債で使えるのは95％の充当率で、後年で交付税の算入ができるのが70％となっております。 

○委員長（北川勝義君） この建物を長期するときは、新築で10億円ほどを使うとか何ぼぐれ

えはあるんじゃねえかという話をしょうるだけ。 

 永徳委員。 

○副委員長（永徳省二君） 要は、60億円をあと合併特例債で使えると仮定した場合に、現在

の約60億円の建てかえで合併特例債したら実際の費用は幾らかかるのか、それから同じく改修

の場合の20億円、これは合併特例債を全部使ったらどうなるのというのでもう１回ちゃんとし

たグラフを出さないと、見えないですよ。 

○委員長（北川勝義君） 見えとるがな。 

○副委員長（永徳省二君） そういうのをちゃんと見た上で、じゃあ改修のほうがいいんだっ

たら改修がいいっていう結論を持っていかないと、何度も言います、こういう絵に描いた餅状

態のグラフを見ても恐らく適正な判断ができないというふうに思うんですが、いかがでしょう

か。 

○委員長（北川勝義君） 暫時休憩します。 

              午後１時59分 休憩 

              午後２時５分 再開 

○委員長（北川勝義君） 再開します。 

 友實市長。 

○市長（友實武則君） それでは、私のほうから、概略をお答えさせていただきます。 

 先ほど担当のほうが申し上げました合併特例債は、残額が枠として64億円で、そのうち今他

の事業が予定されておりまして、ざっくりと引き算をして、庁舎に充当できるであろうものと

しては40億円足らずということでございます。すなわち、20億円強が市の一般財源なりの持ち

出しあるいは他の財源で事業をすることになります。そういったことから、改修工事であれば

合併特例債及び他の財源を使っての施工となりまして、この辺でこのグラフが変わってはきま

すけども結果的に逆転するということにはならないと思います。 

 それから、このライフサイクルコストの部分を財源ベースで計算するべきではないかという

御指摘でございますけども、この起債の償還計算はできますけども、この充当が交付税算入さ

れるものが多いんですけども、この交付税算入というのが基準財政需要額に対して必ずしも

100％の交付がなされてるわけではございません。そういったことから、このルール上では７

割の充当と言いながら、実際に将来的に入ってくるのが７割が保証されたものではないので、
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非常に財源ベースのライフサイクルコストを算出するのは正確性に欠けるということがござい

ます。ですので、今ここで、財源を考慮したライフサイクルコストというのは非常につくりに

くいということをもう１つ説明させていただきます。いずれにしても、出費ベースのライフサ

イクルコストで言えば、こういった形になってこようかと思います。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 永徳委員。 

○副委員長（永徳省二君） 市長のおっしゃられることは恐らくそのとおりなんでしょう。私

が思うには、ライフサイクルで考えにくいって言われましたけれども、要は今耐震すると間違

いなく30年後には建てかえをしないといけないっていうことは見えてるわけですよね。そのと

きに、30年後に赤磐市があるとかないとかというのは別として。そうしたときに、要は30年後

に我々の子供たちに負債を先延ばししてるだけという考え方にもなるので、だからこそこうい

うグラフをつくってくださいと私はお願いして、今話されたように、この約60億円が建てかえ

で40億円がもし使えると仮定したら、これは20億円に実質の支払いは下がりますよね。もしも

ブルーのラインが20億円に下がったと仮定すると、31年後のグラフは逆転します、間違いな

く。だから、それも、もしもそうだとしたら、そういう上で、ちゃんとこういうのを表示した

上で、それでも改修ですよっていうふうに持ってこないといけないというふうに私は思うんで

すが、いかがでしょうか。 

○市長（友實武則君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 市長。 

○市長（友實武則君） 済みません。少しお言葉を返すようでございますが、今の赤磐市の財

政状況を申し上げますと、今のこのグラフの１年から31年までの40億円の差となっておりま

す。これは、交付税されるものが幾らかありますけども、この40億円の差を今我々が十数年、

20年、30年、負担することができない、そういう判断でございます。そこは、30年後にひっく

り返ろうが何しようが、この30年間、この差額を埋めることは今の赤磐市の財政からいうとで

きません。これが一番の理由でございます。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） じゃから、初めから赤磐市がこれから統廃合をとっていかにゃおえ

んので、これからどうなるかというのもわからんし、修正するんか知らんけど、どう修正とか

いろいろなってくる、わからんのに30年のこと言ようて、30年間もたんかもしれん、金ばあ借

りてももたん、払えんかもしれんというのが大体あったんじゃけ、見える範囲の、永徳委員が

言よんのは見える化してくれえということを言ようるわけじゃろ、わかりやすう、早え話が。

じゃから、僕らも執行部がむちゃなことをしょうると思うて言よんじゃねんじゃ。 

 だから、今市長が言われたように、必ずしも交付税算入が来るというのはわからんわな、国

の制度によって、人口がこれだけ減ってきょうたら、また今の学校の関係で幼・保無償化でも
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いろんなこと、全部市町村に圧迫がかかってきょうるが、これからかかってくるような状態に

なるんじゃねえかと思うんで、そこらのことを永徳委員は見える化してくれえというんで、そ

こらは市長の気持ち、そういうことを書け、もたんとは書けんが、何らかのええ表現の仕方と

いうのがあるんじゃねんですかな、ねんかな、もうそりゃ。30年間もたんけん、30年後の心配

は私はしょうらんのんじゃというて、これはうちに始まったことじゃのうて、全国の市町村が

そういう状態になっとると思うんで、置かれとんが。じゃけ、そこは考えとかにゃおえんのん

じゃねえかなと思う、何か。今どうこうじゃねんじゃけど、そういうことも今後考えとっても

らいてえなと思うて。 

 それで、このことについてですよ、お願いとしては、全協がありますので、全員協議会のと

こで報告だけ、議長とも相談して、報告していただけりゃあ委員会としてはそのほうがええん

かなと思うとりますんで、余り難しゅう詳しゅうやるんじゃのうてもええけど、ざっとやれえ

というたらわかりにくいから説明していただきてえなと思うとんで、よろしゅうお願いします

から。 

 他にありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） 他になければ、事業の進捗状況。 

 松田委員。 

○委員（松田 勲君） 今の件なんですけど、きょうもこの差は出とんですけど、気になっと

るのが、特例債をもし使うとして、あと四、五年の状況になってきてる中で、なかなか正直形

が見えてこないという、具体的なのが見えてこないというのが心配なんですけど、さっき市長

が言われたことが本音の部分だと思うんで、さっき言うた、委員会のほうにも全協のほうにも

説明はしていただければいいんですけど、早くもうちょっと具体的に進めていただきたいな

と。じゃないと、また、いや、これだけじゃないですね。 

○委員長（北川勝義君） あとの事業があるからな。 

○委員（松田 勲君） 本庁だけじゃないんで、市長も言われたけど、各支所の話もあるし、

文化ホールの話もある、いろいろある中で、その中で特例債を使えるものはしていかなくちゃ

いけない。そういう中で、ここでもたもたしてたらほかのも何もできない状態で終わってしま

うんで、その辺を早く、最初の去年出していただいたスケジュール表を見ると結構先のような

話、あれから全然進んでない気がするんで、もっともっと、せっかく副市長も２人そろったわ

けですから、早く具体的に進めていただきたいと思うんですけど、その辺の意見を市長のほう

からお願いします。 

○市長（友實武則君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 友實市長。 

○市長（友實武則君） 私は松田委員の御意見と全く同じでございます。一日も早く実施をす
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るべきと思っております。そのために、副市長にもリーダーシップを奮ってもらって、促進し

ていきたいとそう思ってます。 

○委員長（北川勝義君） この事業の進捗状況については、これでよろしいでしょうか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） それでは、これで事業の進捗状況については終わりたいと思いま

す。 

 続きまして、その他でありましたら報告願いたいと思います。 

○くらし安全課長（岡本和典君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 岡本課長。 

○くらし安全課長（岡本和典君） くらし安全課からその他のところで御報告をさせていただ

きます。 

 総務部の委員会資料をごらんください。 

 平成31年度赤磐市水害特別防災訓練についてでございます。 

 １枚おはぐりください。 

 平成31年度に岡山県が実施する水害特別防災訓練に赤磐市として参加をさせていただきまし

て、災害対策本部の応急対応力の向上を図るものでございます。なお、この訓練とあわせまし

て、草生地区の住民の方に御協力をいただきまして、避難訓練という実動訓練をともに行うと

いうことでございます。日時につきましては、31年６月５日水曜日でございます。場所は、図

上訓練は市役所それから各支所ということで、避難訓練、実動訓練につきましては吉井Ｂ＆Ｇ

海洋センターそれから草生地区で行うこととなります。主な訓練項目としましては、防災配備

の体制の段階的な強化ということ、それから情報の収集伝達、それから避難所の開設、運営、

訓練ということでございます。訓練形式でございますが、セミブラインド型訓練といいまし

て、当日まで訓練の詳しい要領といいますか内容が示されず、その場で、一番下に委託先と書

いておりますが、県が委託しました専門機関から示される被害状況等によりまして対応をする

と、そういう訓練でございます。 

 説明は以上です。 

○委員長（北川勝義君） 遠藤課長。 

○税務課長（遠藤健一君） それでは、引き続きお時間いただいて済みません。財務部の資料

の３ページ、４ページをごらんいただけますでしょうか。 

 その他といたしまして、来る４月の、今月の臨時会のほうで議案のほうを提出させていただ

く予定にしておりますのが２件ございますので、概要について御説明をさせていただきます。 

 まずは、１番として、赤磐市税条例等の一部を改正する条例でございます。毎年税制改正が

行われますので、先月の委員会でしたか、でも概要のほうをお話させていただいております

が、いとまがございませんでしたので、３月29日に公布されたということを受けまして、市の
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ほうで３月31日に専決処分をさせていただいております。施行日は、この４月１日からという

ことでございます。 

 主な改正点といたしましては、来る10月から消費税の引き上げということがございますの

で、それに係ります需要変動の平準化ということで軽自動車税の臨時的な軽減でございますと

か、２番目の②ですね、中下段にございます住宅ローンの控除期間の延長とか、あるいは軽自

動車税でまたグリーン化特例の見直しというようなこと、それから１枚おはぐりいただきまし

て、(3)番としてふるさと納税制度の見直し、こちらのほうは６月からの施行ということでご

ざいますが、昨今の過度な返礼品を送付して制度の趣旨をゆがめているような団体に納税をさ

れても、特例は受けられないというようなことでございます。それから、(4)番の子どもの貧

困ということでの個人住民税の非課税の導入、これにつきましては32年１月からということ

で、33年度分の個人住民税からということになります。 

 それから、大きい２つ目の専決処分をさせていただいたものでございますが、赤磐市の過疎

地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例、こちらのほうが旧町時代からございました

が、製造業等で１年度に2,700万円を超える投資をされた償却、土地、家屋等につきまして固

定資産税の減免、免除というものを行う条例でございますが、毎２年ごとに期限の延長をして

おります。今回も、適用期限が31年３月31日から33年３月31日まで省令の一部を改正する省令

によりまして、条例のほうを改正させていただいております。臨時会のほうでまた細部説明で

報告をさせていただこうと思っております。よろしくお願いいたします。 

 財務部は以上でございます。 

○消防本部消防総務課長（楢原秀幸君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 課長。 

○消防本部消防総務課長（楢原秀幸君） 消防本部資料２ページをお開きください。 

 美作岡山間道路の瀬戸インターから吉井インターまでの区間開通に伴う赤磐市火災警防規程

別表第１、出動計画表を一部変更するものでございます。 

 内容としましては、美作岡山間道路の開通前は北管内の火災一時出動は管轄の北隊と応援出

動の本署隊が北のエリアを全て受け持っていましたが、道路開通に伴い、北管内の中山、戸津

野、中勢実、平山、仁堀東、仁堀中、仁堀西、合田、中畑、石上、小鎌、西勢実、広戸は本署

の到達時間が早いため今までどおり、それ以外の地域は東出張所からの到達時間が早いため東

隊が受け持つことと変更させていただきました。 

 ３ページをごらんください。 

 次に、平成31年３月24日に行われました第14回赤磐市消防団消防操法訓練大会の結果につい

て御報告申し上げます。 

 大会当日には、道路開通式と重なり過密スケジュールにもかかわりもせず、大会会場まで足

をお運びいただき、声援をいただきましたこと、この場をおかりしましてお礼を申し上げま
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す。 

 結果は資料のとおりでございます。 

 赤磐市の大会で優勝されました吉井方面隊第３分団にあっては、来る５月19日日曜日に岡山

県消防学校で行われます第66回岡山県消防操法訓練大会に駒を進められました。出場順位にあ

っては、４月24日の抽せん会にて決定いたしますので、抽せんの結果と当日の壮行会の詳細を

含め、改めて案内をさせていただきます。また、県大会出場に伴う激励慰問が、５月８日水曜

日に吉井中学校にて20時から予定されております。詳細にあっては、担当から案内をさせてい

ただきます。 

 以上、簡単ではございますが、報告を終わらせていただきます。 

○委員長（北川勝義君） 執行部のほうから説明がありました。報告がありました。 

 何か皆さん、意見がありますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） なければ、そのようにします。 

 議員の皆さん、何かありますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） その他で言います。今皆さんのお手元へ、きょう４月10日付の赤磐

市近隣の自治体と共同運行する広域路線バス、きょうの新聞に出とりました。赤磐市などを運

行、広域路線バスということで、ルートや時刻表、ネットということで、グーグルマップを活

用ということ、これは大変いいことなんですが、こういうことが出とりますので、皆さんも周

知しとると思いますがお知らせしておきます。 

 それから、もう１点、私のところにもですが、議長のほうへ再々、赤磐市の山陽団地のそし

てネオポリスのバスの３月31日の休止ということで出ております。そして、何らかのことでど

ういううわさが出てどうなったかわかりませんが、代替えができるんじゃないかというふうな

ことを、４月１日からというようになっとったというんですが、それはなっておりません、聞

いておりませんが、そのことにつきまして議長のほうへ再々あって、私のほうへもあります。

その中で、特にきょうは議長のほうへ電話がありまして、４月１日から代替えの足になっとん

のに一個もしてくれん、どうなっとんならというお叱りを議長が受けられて、きょう議長は本

委員会を欠席しております。委員長はぜひこのことだけは委員会のほうで報告して、今後どの

ようになるかあったらまた聞いてくださいということでしたので、また皆さんに報告も兼ねて

しときますんで。 

 別に、私が知っとる範囲では４月１日に休止になるということで、廃止になったらまた別で

すけど、休止になるということで、国土交通省の受けとかいろいろなことがある、どのように

やっていこうかというたら、４月１日になったから４月１日にすぐ赤磐市が代替えをするとい

うことはできないという答弁をいただいとります、委員会の中でも。そして、近いうちに、１
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カ月か２カ月内輪に考えなくてはいけないんじゃないかと。そして、もちろん今のままやめる

んではなく、宇野バスのように根気強く粘り続けると市長が交渉していくというようなことを

聞いて委員会では終わっとりますが、きょう私のとこにもそうあったんで、そういう話はしと

ります。それから、議長のほうへもそういう耳に入っとったり電話はきょうまたあって、どこ

へ行こうにも行けんじゃねえかと苦情の電話があったんで、苦情の電話というんじゃないんで

すけど、議長がきょうは委員会に出席できんのんでぜひ報告願いたいということでしたので、

このことについてもし執行部のほうからお考えがあったり、どのような見通しができるか事業

計画があったらお話いただければと思っております。 

 私のほうは以上です。 

 どんなでしょうか。 

 課長。 

○政策推進課長（花谷晋一君） 今委員長の申されたとおりで、今のところ変更になっとる事

項はございません。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 何、何、わからん。大きい声で答えてくれえって。 

○政策推進課長（花谷晋一君） 今委員長が言われましたとおりでございまして、今のところ

そこが変更になっとる部分はございません。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 変更、ほんで僕の言ったとおり何も、じゃからそういうこと、なっ

てねんじゃろ。じゃから、そういうことが我々の耳にも電話で入ってきたり、もちろんきょう

傍聴されとる治徳さんや松田委員にも言われてきて、永徳さんやこう言われてきとるかもしれ

んのんで、それで特に議長には再々あって、議長にはきょうは電話でも、議長がどうしてくれ

るんならというたらおえんのんじゃけど、困っとるということを切実に訴えてきたんで、きょ

う委員会に出席できれば私も意見というんじゃねえ、お願いしてえと思うたんじゃけどできん

のんで、委員長、よろしゅうお願いしますと言うたん。今僕が言ようるだけのことで、それを

そのとおりですと言われたんじゃ何かな、どねえか考えがあるんか。じゃあ、市長にでも。 

○市長（友實武則君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 市長。 

○市長（友實武則君） 補足します。宇野バスさんのほうへこれを再開していただくように再

三お願いをしているところですけども、これが再開していただくというお話になっていないと

いうことでございます。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） じゃけえ、今度はどうするか、そりゃまた今考えるということか。

僕もきょう議長に聞かれたことを言うとかにゃ、皆さんも電話が入ったりちょこちょこ入っと
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ると思うんじゃ。それで、御意見がありましたら。 

○委員（松田 勲君） はい。 

○委員長（北川勝義君） 松田委員。 

○委員（松田 勲君） 私のほうも、ここ最近になっても結構そういったお問い合わせとか言

われたりとか委員長が言われたようにあるんですね。中には、透析の方がおられて、医師会病

院まで行かれとる方が何人かおられるというのを聞いて、その方たちが、医師会病院、循環バ

スのいいところは病院の目の前、玄関でおろしてくれるんですよね。だから、そういった利便

性もあって使ってる方が使えなくなって困ってるという話も聞きます。前のときには説得され

るというのは聞いてたんですけど、結局休止状態が始まったということで、それにかわる市の

市民バスか何かの形で検討するような話もあったと思うんですね。だから、その辺が結局どう

なったのかというのが。言われてたと思うんですよ、委員会の中では、閉会中の委員会かどう

か忘れたんですけど。それが、検討するっていう総合政策部長が何か言ってたと思うんですけ

ど、前のですね。結局、今の話だったら、宇野バスさんとの話で交渉がまだ進んでませんとい

うだけの話で、市としてはじゃあどうするのかと、この宇野バスさんが１年間休止、１年後に

するかどうかもわからないし、そういう中で、実際に乗ってなかったらいいんですが、少ない

とは思うんですけど、乗ってる方がおられて、そういった中で透析の方とか本当に困ってる方

がおられた場合、どう対応を考えてるのかというのを教えていただきたい。そういう問い合わ

せがいっぱい議員のほうにも入ってると思うんですよ。それをある程度示していただけない

と、我々も答えようがないというか、その辺をお願いしたい。 

 もともとは、合併した当時は福祉バスということで山陽のほうを足王温泉からぐるぐる回っ

てたんですよね。その後、宇野バスさんがやりますということで、独自の路線で山陽団地とネ

オポリスをぐるぐる回るバスを出されてよかったなとなってたんで。それまで何千万円かお金

がかかってたのが要らなくなったということもあって、本当によかったなと思ってたんですけ

ど、こういう結果になったときに、今までは宇野バスさんにおんぶにだっこされてた部分があ

ったと思うんです、山陽地域の中ではですね。それを、じゃあなくなったらどうするかってい

うのも前からわかってたわけですから、その後どうなったのか教えていただきたいと思いま

す。 

○委員長（北川勝義君） いや、教えてもらうのはええんじゃけど、僕が市長に言いたかった

のは、宇野バスが自動運転すると、せえでそれを賛成して協力して推し進めよったら、やめず

にやってくれるんじゃねえかと思うて、参加もさせてもろうてやっとった。それは、たられば

の話をしてもおえんのんじゃけど、そうしたら休止するということで出ましたわな。休止する

のは、やめるとは、廃便するんじゃったらまた市のほうも対応をやりやしいわな。再発してく

れえと言わんでも、うちで福祉バスでも走らせますとか循環バス走らせますというのはできる

と思うんです、これはその話もしましたわな、皆、この中で、委員会でも。 
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 それが、休止というたら権利を持って有償運転でやったりいろいろのことがあって、検討し

とるということで委員会でも一般質問も出たり何やかんやで、委員会の中でも早急にやってく

れえと、どういうことをやるというのを、４月１日になってという話を僕はしたと思うん。 

 ほんなら、４月１日になったからやめたからすぐ４月、５月には、いや、できんという、宇

野バスとの打ち合わせもあるという話があって、再々打ち合わせをしていただいとるという

て、交渉を粘り強う、下山さんが言われたんかな、日ごろからやりょうれというて、粘り強う

交渉してくださっとるというのはわかるんじゃけど、しても結果的には４月になったんで、僕

は４月で交渉がだめじゃったら４、５で６月ぐれえから新しいバスでも出してくれるんかなと

思う、そういうぐれえな意識を持っとった、市のほうが出すように思ったんじゃけど。それ

が、どういうことになっとんかというのは、これは前の総合政策部長の作間部長もそういうこ

とも全体的に見直しでもかけて考えにゃいけんのんですというて、交通体系の会議もしてとい

うて。言うちゃあ悪いけど、足の不自由なというたらおかしいけど、交通弱者というのはとり

あえずしちゃってくれにゃおえんと思う。吉井のことを比べたら大分ええけど、せえでも困る

んじゃけしちゃってくださいよという話までしとったんです。 

 せえで、検討してくださった、市長も粘り強く交渉してくれとるのもあるんじゃけど、交渉

に何ぼ行ってもこのまま今の状態だったら９月になっても交渉しょうりますで終わって、何の

進展にもならんのじゃねえかなとは思うとるわけですわ。そこら辺のことを、総合政策部長は

かわられてわからんから、どういうことになっとるか、市長でわかる範囲でどんなかわかった

ら教えてくれ。課長でもよろしいけど、どうなっとんかなと思うて。市長もこういう宇野バス

が言ようりますというて言うのは自由なけど、言うても聞いてくれなんだら違うことを対応せ

なんだらいけんのんじゃねえかなと思うとんで。わかれば言うていただきてえし、それはこの

委員会じゃおえん、暫時休憩して言えというなら言うてもよろしいし、何かあったら教えてい

ただけりゃあ。暫時休憩しましょうか。どんなですか、市長。委員会で言うほうがええか。こ

こで言うほうがええか、委員会で。休憩せずに。 

○市長（友實武則君） いや、言います。 

○委員長（北川勝義君） 委員会で。 

○市長（友實武則君） はい。 

○委員長（北川勝義君） 友實市長。 

○市長（友實武則君） これまで宇野バスさんとは交渉、お願いをしてきた経緯は、協議をし

ております。 

 結果は先ほど申しましたとおりですけども、宇野バスさんにとってはこの事業の採算性のこ

とを一番に言われます。そういったことから、これを乗っていただけないものでしたら、我々

も幾らお願いしてもそういう方向には動いてくださらないというのは事実としてございます。 

 そしたらじゃあ、それを公共で市民バスなりで運行をすれば同じように採算性の悪いところ
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を、じゃあ赤磐市さんに市民バスなりでやっていただいたらいいじゃないかというふうな議論

に移っていく可能性が大きくあります。そういったことから、我々としては、市民の皆さんに

利用を呼びかけながら、利用者がふえる見込みを持ちながら交渉をしていくという方法しかな

いのかなと、こう思っているところでございます。 

 そういったことから、赤磐市で走っている市民バスの利用促進、あるいは今の宇野バスの各

路線の利用促進、そういったことをあわせてやっていくことが最も重要かというふうに今のと

ころは考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 市長なあ、前に言ようた話と違うんじゃけど。作間さんとも話をし

ょうたんじゃけど、僕個人かもしれんけど言ようた。今の大きいバスで行かんでもええんじゃ

ねえかと。10人乗りぐれえのバスでもええんじゃねえかと。小めえのでもしてあげりゃあ。せ

えで、回数もちいたあ減っても仕方ねんじゃねえかという話もしたり、公共交通会議でも考え

ていかにゃおえんと言われたんで、公共交通会議もどねえやりょんかというのも考えていただ

かにゃおえんと思うんじゃ。 

 おえんと思うんじゃというて言い方悪いんじゃけど、別に僕はちょっとぐれえ我慢すりゃあ

ええんじゃねえかと思うて。吉井に比べたら大分楽じゃろうがなとこう言いてえんじゃけど、

そりゃそこに住んで、どう言うてええんかなあ、300メーターぐらいのとこのスーパーが１軒

閉鎖したというだけでも都会の人は物すごう便利が悪うなったと言う、うちらは300メータ

ー、３キロ行ってもねえとこでも当たり前ぐれえに思うて過ごしょんじゃけど、いろいろある

んで。それで、特に透析とかあったら。 

 せえで、市長が今言ようる企業経営をやってくれ乗ってくれというても、なかなかそういう

運動も大事だと思うんです、今言われようることも。できにくいんじゃったら、市長、そうい

うことも考えてミニの車というんかな、何か考えなんだらおえんのんじゃねんですか。そうせ

なんだら、いつまで、しょうる間には、山陽団地やネオポリスの方には使えんようになってし

まうんじゃないんか、こりゃ出てくるのが。宇野バスの利用をようせえというのもおかしいん

かなと思うんで。 

○委員（下山哲司君） いいですか。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） 僕はテレビでそういうやつの番組があったら必ず拾うて毎日見ようる

ようにしょんじゃけど、何かＩＴ交通システムか何か今、というのが全国であちこちの自治体

が検討をやりょうるらしいんです。どういうメリットかというたら、じゃけ既定路線はないん

ですね、既定路線がなかったらできるんじゃろ、宇野バスがその権利を持っとっても。既定路

線があって、既定路線をつけるからだめなんで、既定路線を持ってなかったらその権利を持っ

とるとこがあってもタクシーと一緒じゃから自由に走れるんじゃろ。じゃから、それを、市役
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所なら市役所へ本部があったら、すぐ予約が入ったらそのコンピューターでコースがすぐ変わ

って、どういうふうに拾うて回るとかというのが指令が出て、うまくいきょうるというのをテ

レビでやりょうたんじゃけど、いろんな、できんできんじゃなしにいろんな勉強するべきじゃ

と思う。だから、今のその話、わかりますか。聞いてください。 

○委員長（北川勝義君） 友實市長。 

○市長（友實武則君） 今下山委員がおっしゃったのは、アメリカ等で始まったウーバーシス

テムのことだと思います。ウーバーシステムは、日本国内では京丹後市が運用してます。これ

については、赤磐市も随分前から興味を持って視察あるいは調査をしておりますが、今の赤磐

市の地域内でこれが実施できるのは、条件としてそろうのは赤磐市内にはございません。そう

いったことから、今の制度の中では同じようなシステムを導入することはなかなか困難を伴う

というところが、現状の制度のところでございます。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） 僕が理解したのは、うちらのほうみたいにぱらぱら家があるとこは、

行ったり来たりが遠くなるから稼働的に不利なんじゃけど、こういう山陽地域みたいな密集地

域は、そのときに連絡が入ってコンピューターが指令を出すのにそんなにマイナスにはならん

ように理解できたんじゃけど、１時間番組をちょっと見たんじゃけど、あれは今現在やりょん

じゃから、うまくいっとるわけじゃから、そういうのも勉強すべきじゃと思うわ。 

 じゃから、できんできんじゃなしに、既定路線をつくらなんだらできる、やれるんだったら

やればいいんだと。 

○委員長（北川勝義君） 人間が固定されたらやりやすうなろうけんな、何回かすりゃあ。 

○委員（下山哲司君） 固定されてない。じゃから、予約が入った時点でコンピューターが選

択して、路線もはじき出して、一番近道で拾うて回るようなシステムになっとんじゃから、あ

れはすげえなと思うた。現在やりょんじゃから、それを勉強してくださいよ。 

○委員長（北川勝義君） 松田委員。 

○委員（松田 勲君） 前の委員会で、宇野バスさんの循環バスに実際に乗って調査するとい

う話をされてたと思うんですね。結局乗ったんだと思うんですけど、その結果どうだったかと

いうのもないし、基本的に個人情報で宇野バスさんの情報なんで、宇野バスさんにどんな人が

乗ってるかとかというのは聞くことはできないと思うんですけど、誰が乗ってたかとかです

ね。ただ、乗って、それを調査を含めてやりますということを前に言われたと思うんですよ。

その結果はどうだったのか全然そういった情報がなくて、だから住民が不安になってどんど

ん、そんなに僕も乗ってると思わないんですけど、そういうふうに声が上がってくるというの

はどうなのかなと思うんですね。だから、さっきそういったことも含めて、市としては宇野バ

スさんのほうにしっかりお願いをしてるというのはわかるんですけど、それとは別にさっき言

った既定路線を変えて違うところを回って、そういった対応をしますというようなことを前も
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言われたと思うんですけど、それも結局どうなっとんかわからん状態で過ぎてしまったとい

う、時期が来たという、その辺がはっきりもうちょっとできないのかと、私らにも説明できな

いのかなと思うんです。 

 あと、さっき委員長が言われた自動運転の話もあったんですけど、自動運転は去年の予算で

はつけて、結局どうなったのかわかんないし、今国のほうでは５Ｇの話になってますよね、携

帯電話の関係でね。それが、許可されたらスピードがめちゃくちゃ速いらしいですね。自動運

転も当然全然違うみたいなんですけど、そういったことはまたしっかり調査して、取り入れる

ものは取り入れていただきたいなと思うんですけど、そういうことは並行してやっていただき

たいんですけど、さっき乗車して検討します、調べてみますのようなことを言われてたのが、

結局どうだったのかを教えていただきたい。 

○政策推進課長（花谷晋一君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 課長。 

○政策推進課長（花谷晋一君） 循環バスの乗降実績について報告漏れがあったようでござい

まして、平成30年10月ごろに循環バスの乗降調査をしました。循環バスでございますが、１日

５便のバスが走っておりまして、午前中の便が比較的多く、午後の便が比較的少ないと。１日

合わせて、大体50人程度の乗車がございました。朝１便につきましては、最大20人の乗車があ

るという状況でございました。 

 バスの乗降実績につきましては、以上です。 

○委員長（北川勝義君） 松田委員。 

○委員（松田 勲君） 委員長、私は人数は少ないのはわかっとるから、じゃなくって、乗っ

てる方の御意見とかどういった使い方をされてるかの調査もしてくれるのかと思った。それは

してないんですか。人数だけですか。 

○委員長（北川勝義君） 課長。 

○政策推進課長（花谷晋一君） バスを利用した方は、主に下市または医師会病院で降車され

る使い方をされておられました。これは特に山陽団地の方でございます。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 市長も総合政策部のほうもじゃけど、前から言ようた流れの中で、

３月31日に休止するということが出て、廃止じゃったらええんじゃけど休止じゃったら困るん

で、各何人かの議員も質問したり委員会でもそりゃ諮ってやって、すぐに市長は粘り強う働き

かけるというのをさっき言われた、それで同僚の議員も、今だけ取ってつけて、毎回でも行け

とこう言うて、やらにゃおえんぞとこう言うて側面的に応援してくれようたと思うたんです。

それで、部長クラスのほうで話をしたのは、全体の公共交通会議にかけて考えていかれる。 

 ただせえから、市長も言われて部長のほうも言われた、３月にやめたから４月からすぐ動く

ということはできないと。かえって宇野バスを刺激することもあったり、せえで今下山委員が
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言うた同じようなとこを通ったら困るというのもあってしたんで。ぜひ、４月はここでなっ

て、５月にはなる、４月、５月でいつにできるかわからんけど、早期に公共交通会議をしたり

市の方針でこういうことをやるということも考えていただきたい。 

 それから、下山委員が言われたようなことを検討できるんじゃったら勉強していただきゃ

あ、何らコースが違うんじゃったら、いろいろ、これをやることによって宇野バスを刺激する

ようなことになるかもしれん、なると思うわな、そりゃなるんじゃけど、そりゃいたし方ね

え、いたし方ねえというたら言い方悪いんじゃけど、決めて、よう永徳さんが言うけど、見え

る化じゃねえけど、７月になったらバスは動きますよとか、今こういう状況、やるんですとい

うて教えてくれたらわかるんじゃけど、何も前へ進んでねえ、わかってねえのがあるなと思う

て、市長に対しては厳しいというか、宇野バスとの絡みもあるから、採算性の合わんのはやめ

るという。しかし、公共交通が採算性の合うほう、もうかるとこだけやっていくんじゃという

のはこれは意図に反しとるが、社会ルールに。社会ルールじゃから、そりゃ社会ルールを考え

ていただかにゃおえんというのが一つあると思うんで。 

 これは、もしそれができんのんじゃったら、赤磐市長、４万5,000人を預かる市長としては

足を確保していただかにゃいけんと思うんじゃけど、早急にこれは今後、まして今まで１人じ

ゃったのが２人の副市長になったんじゃけ、ぴちっとやっていただかなんだら、何ら意味ねえ

んじゃねえかと思よんで、そこんとこ、また来月の委員会のときに構成がえがあるんで、同じ

メンバーになるかどうかはわかりません、わかりませんが、そのときにまた同じような４月に

あったんじゃけどどねえなかったらというたら、いや、今宇野バスと粘り強く交渉しとります

と言うてそういう話で終わるようなことでなしに、公共交通会議は今実は４月はできませんで

したと。６月の例えばいついつにするんですと、こういう議題を上げとんでそれを待っていた

だきてえとか、ほかのことも模索しとんじゃというような回答をいただくようにさせていただ

きたいと思うんで、皆さん、そのくらいでこの件についてはよろしいでしょうか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（永徳省二君） いいですか。 

○委員長（北川勝義君） 全体的にはええな。 

○副委員長（永徳省二君） いや、今の件でちょっと。 

○委員長（北川勝義君） 全体的にはええなと言うたん。 

○副委員長（永徳省二君） はい。 

○委員長（北川勝義君） 永徳委員。 

○副委員長（永徳省二君） 私の記憶ではですね、ちょうど宇野バスの休止っていうのが去年

の恐らく４月ぐらいに発表されて、そこでずっとどうするんですかって言ったときに、恐らく

執行部の皆さんは、公共交通整備計画みたいなのが策定されるのでそこで対策を打ちますよっ

ていうふうに答弁されてたというふうに私は記憶してるんです。この３月にレターケースを見
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たら都市計画公共交通整備計画というのをたしか冊子がぽんと入ってたんですけど、ここで何

の説明もなしに冊子だけ配られて、中を見ても何の解決策も書いてないっていう状態、これは

どうなのかなというふうに思うんですけど、どうなんでしょうか。 

○副市長（前田正之君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 前田副市長。 

○副市長（前田正之君） この公共交通、宇野バスの循環バスの休止の件につきまして、いろ

いろと御意見をいただきました。執行部のほう、本日しっかりとした御説明をできる準備がで

きておりませんで、大変申しわけなかったとは思っております。私のほうも、自分の感覚とし

て、宇野バスさんのほうと交渉をしっかりと行って、宇野バスさんの感覚を自分で持ちなが

ら、宇野バスさんとの循環バスのまずは休止を再開していただく話を粘り強くやっていきたい

という思いを持っております。そして、その話の状況にもよるんですが、それが長引くようで

したら、じゃあどのように市のほうとして交通対策をするのかというのをしっかりとこちらの

委員会で御説明をしていかないといけないときょうも思いました。ということで、本日は大変

準備不足で、先ほど永徳委員からの御指摘の案件も十分に御説明ができる状況ではありません

が、次回の委員会のほうでこの内容を整理させていただきまして、私自身も感覚を持ちながら

また説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（北川勝義君） 永徳委員。 

○副委員長（永徳省二君） ぜひよろしくお願いします。といいますのも、今も話したよう

に、既に１年たってるんですよ。１年たって何にも具体策がないっていう状態の中で、また再

開してるっていうことなんで、ぜひ早急にお願いします。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） 一般質問でやろうと思ようたんじゃけど、話が出て続きなんじゃけ

ど、宇野バスさんは補助金を出すというても別に受け取らんのじゃろう。 

○委員長（北川勝義君） 受け取らん、受け取らん。 

○委員（下山哲司君） せえから、受け取るのは両備じゃけ。両備はすぐ、結局人材が足らん

からやめていきょうるわけ。そりゃ、何ぼでもほんなら銭を出すからできるというものでもな

いんで。じゃから、どねえかやっていかにゃいけん思うんだったら最小限のシステムで有効な

方法を考えにゃいけんので、いろんな方法を考えなんだら、ほんなら民間に任せたらできると

いうものでもないんじゃから、行政のほうもしっかりいろんな勉強をして、その部分を民間が

やってくれるとか、行政でやらにゃいけんとか、そういうようなことを、一つの宇野バスに頼

むことに１年もかけるような話じゃったら、行政やこう全く仕事してねえのと一緒じゃと僕は

そう思うんですよ。じゃから、一般質問でやろうと思うとったらまたやりますけど、ようしっ

かり勉強してください。 

○委員長（北川勝義君） 先ほども申しましたように、言いてえことも僕もようけあるんじゃ
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けど、公共交通会議にかけてやったりいろいろなことがあります。宇野バスとの痛しかゆし

で、宇野バスがまだ休止しとんのに、やってくれえというて、続行してくれえというて今度言

いに行くのに、まだやりょうるときですから、続行していくのに、今度新しいのを組織をつく

ってうちはこうしますよというのは言えるわけはねえ。はっきり言うて、いろいろうちの気持

ちもあるんで。じゃから、下山委員が日ごろから宇野バスにというて言ようたんと同じことで

あるんで、宇野バスというても経済的なことがあって、市長が何ぼ言われても難しいと思うん

です。だから、今後はよう肝に銘じといて。わかっとると思うんじゃ、痛しかゆしで両刃の剣

になっとると思うんで、考え方をまとめて、そこのところへできんのなら、例えばというてう

ちが試験的に宇野バスさんがしてくれるまで休止しとるときにやらせてもらうとかというのも

一つの方法じゃと思う。 

 せえで、参考に言うたら、これは要らんことになるんじゃけど、今後悔しとるのもあるらし

んじゃけど、和気町が今まで民間バスを皆やめました。やめて、全部職員を、臨時職員とかを

採用して、短期で採用して、皆やりました。職員がえろうてかなわんというてぶっ倒れそうな

という職員もおったり、せえでやめていくというたら、給料も安かったりえれかったり、いろ

いろなこと、経費もかかるということがあって、委託のとこにしょうかというて、一部委託し

ょうかというて今またいろいろやりょうります。だから、全部民間委託せんでもええし、全部

公共のバスに任さんでもええし、その中のはざまのすき間を今下山さんが言うたように何らか

の方法で行政がちょっと。 

 大変物の言い方が悪いけど、市長は悪いけど上下水や消防のことをいうたら強えがん、物す

ごう。行政もほかも強えんじゃけど、なお一層強えですがん。もうちょい公共交通網のことを

強う勉強してください、市長。下山さんが言うた皮肉じゃねえけど、やったら方法論が何かで

きるんじゃねえかなと思うて。できたら赤磐市が県下にとっても初めてのことをやるというこ

とがよう出るんで、市長のアイデアで赤磐市はおもしれえ交通体系をつくったでというのも一

つの方法論もええことじゃねえかなと思うたんで、ぜひお願いしてえと思うとんで。 

 もうよろしいな、答弁は。そういうことでよろしいな。 

 それでは、他にありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） 他になければ、これで第４回の総務文教常任委員会を閉会したいと

思います。 

 閉会に当たりまして、内田教育長のほうから御挨拶をいただきたいと思います。 

○教育長（内田惠子君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 内田教育長。 

○教育長（内田惠子君） 第４回ということですが、平成31年度の最初の総務文教常任委員会

でした。今回もまた、進捗状況に対しましてさまざまな御意見また御指摘をいただきました。
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ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 

○委員長（北川勝義君） 皆さんに御相談と報告をしておきます。ありがとうございます。き

ょうはお世話になりました。このきょうの耐震の財務部の庁舎整備の関係についてを出してお

ります。これにつきまして、私とこの総務文教委員会が担当なので、私のとこではきょう審査

は一応いたしました。いろいろな意見が出たとこもありますが、これを各議員に配付していた

だきたいと思っております。それとまた、議長のほうへ、きょうは議長はおられませんが言わ

せてもらいますが、執行部のほうから自主的でもよろしいし、全協のほうで、議運の委員長も

ここへおられるんじゃけど、全協のほうでやってもろうたほうがスムーズにいきやすうなるん

じゃねえかと思うとりますんで、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 それでは、終わりたいと思います。 

 大変御苦労さまでした。 

              午後２時52分 閉会 

 

 


